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認知症対応型共同生活介護事業所 グループホームみしょうの里 

重要事項説明書 
 

１ 事業者（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別 社会福祉法人 御荘福祉施設協会 

代 表 者 名 理事長  濱 口 隆 司 

所 在 地 ・ 連 絡 先 

住 所 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 

電 話 ０８９５‐７２‐３１１１ 

ＦＡＸ ０８９５‐７２‐３１１５ 

 

２ 事業の概要 

事 業 所 の 名 称 グループホームみしょうの里 

所 在 地 ・ 連 絡 先 

住 所 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 

電 話 ０８９５‐７３‐１３１２ 

ＦＡＸ ０８９５‐７２‐３１１５ 

事 業 所 番 号 ３８７４０００３５３ 

管 理 者 の 氏 名 北原 恵理 

 

３ 共同生活介護の目的及び運営方針 

（１）目的 

社会福祉法人御荘福祉施設協会（以下「法人」といいます。）が開設する指定認知症対応

型共同生活介護事業所が行う指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共

同生活介護（以下「事業」といいます。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び管

理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、計画作成担当者及び介護職員が、要介護状態

及び要支援状態の高齢者等に対し、適正な指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防

認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とします。 

 

（２）運営方針 

事業所の認知症対応型共同生活介護従業者は要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その

利用者が可能な限りその共同生活において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、更に利用者の社会的孤立間の解消及び心身機能の維持並びに生活の安定

上、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。 

     事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に努めます。 
 

（３）その他 

事   項 内      容 

認知症対応型共同生 

活介護計画の作成及 

び事後評価 

 計画作成担当者が利用者の直面している課題等を評価し、利用者

の希望を踏まえて介護従業者と協議のうえ、認知症対応型共同生活

介護計画を作成します。また、サービス提供の目標の達成状況等を

評価し、その結果を記載し利用者の求めに応じ説明いたします。 

職 員 研 修  年間の計画に基づき職員研修を行っています。 
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４ 施設の概要 

（１）構造等 

事 業 所 の 名 称 グループホームみしょうの里 

建 物 

構 造 鉄骨造鋼板ぶき平家建 

延べ床面積 ５１３.０１㎡ 

利 用 定 員 １８名（９名×２ユニット） 

 

（２）居室 

居 室 の 種 類 室数 面積（一人あたりの面積） 備   考 

１ 人 部 屋 

Ａ ８ ６６.３２㎡（8.29 ㎡） 
はなみずき、こぶし、もくれん、きり、 
なのはな、さくらそう、れんげそう、ほおずき 

Ｂ ２ １５.４２㎡（7.71 ㎡） しらかば、すずらん 

Ｃ ２ １５.９６㎡（7.98 ㎡） いちょう、すみれ 

Ｄ ４ ３３.２８㎡（8.32 ㎡） かえで、なんてん、こでまり、こうばい 

Ｅ ２ １５.９４㎡（8.32 ㎡） れもん、すいせん 

合 計 １４６.９２㎡（8.20 ㎡)  （内法面積） 

 

（３）主な設備 

居 室 の 種 類 
室数 面積（一室あたりの面

積） 

備   考 

居 間 及 び 食 堂 ２ ５０.４０㎡（25.20 ㎡）  

キ ッ チ ン ２ １５.７２㎡（ 7.86 ㎡）  

居 室 ト イ レ ６ １１.２２㎡（ 1.87 ㎡） はなみずき、いちょう、なんてん、なのはな、すみれ、こでまり 

パブリックトイレ ６ ２２.４４㎡（ 3.74 ㎡）  

浴 室 及 び 脱 衣 室 １ ２０.９６㎡（10.48 ㎡）  

特殊浴室及び脱衣室 １ ２０.９６㎡（10.48 ㎡）  

ス タ ッ フ ル ー ム ２ ２７.５６㎡（13.78 ㎡）  

 

５ 職員の体制 

従業者の種類 人数 
常 勤 非常勤 

職務の内容 
専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 １  １   管理業務（介護職員兼務） 

計 画 作 成 担 当 者 １  １   計画作成業務（介護職員兼務） 

介護職員・介護助手 １６ １０ ２ ３  介護業務（介護福祉士 7名・認定特定行為業務従事者５名） 

看 護 職 員 １    １ 看護業務（看護師・特養兼務） 

 

６ 職員の勤務体制 

従業者の種類 勤   務   体   制 

管 理 者 正規の勤務時間帯（９：３０～１８：３０）常勤勤務です。 

計 画 作 成 担 当 者 正規の勤務時間帯（９：３０～１８：３０）常勤勤務です。 

介 護 職 員 ８時間（４時間）の変則勤務  ２４時間体制です。 

看 護 職 員 ８時間（４時間）の変則勤務  ２４時間体制です。 
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７ サービス内容と費用 

（１）介護保険給付対象サービス 

ア サービス内容 

      食事、掃除、その他の家事等について、介護従業者が利用者のお手伝いをします。 

種 類 内          容 

日 常 生 活 の 援 助 食事、掃除などの家事や入浴、排泄のお手伝いをします。 

レクリエーション等 次のような行事を予定しています。 

各種行事、ショッピング、ドライブ、誕生会等 

相 談 及 び 援 助 入所者とその家族からのご相談に応じます。 

 

   イ 費 用 

      基本料金及び加算料金については、市町村から交付された「介護保険負担割合証」に記

載された負担割合となります。 
 

負担割合 所 得 基 準 
１割負担 以下に当てはまらない方 

２割負担 
合計所得１６０万円以上 
・単身世帯：年金＋その他の所得＝２８０万円以上（年金のみの場合は 280万円以上相当） 
・夫婦世帯：年金＋その他の所得＝３４６万円以上 

３割負担 
合計所得２２０万円以上 
・単身世帯：年金＋その他の所得＝３４０万円以上（年金のみの場合は 344万円以上相当） 
・夫婦世帯：年金＋その他の所得＝４６３万円以上 

         ＊ 第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方）、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は下記にかかわらず１割負担。 

 詳しくは、お住いの市町村介護保険係にお問い合わせください。 
 

＊ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われ

ない場合があります。その場合、料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料の

お支払いと引換えにサービス利用提供証明書と領収証を発行します。サービス利用提供

証明書及び領収証は、のちに利用料の償還払を受けるときに必要となります。 

 

【料金表】 

 １．基本料金 

① 認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

要介護１ ７,５３０円 ７５３円 １,５０６円 ２,２５９円 

要介護２ ７,８８０円 ７８８円 １,５７６円 ２,３６４円 

要介護３ ８,１２０円 ８１２円 １,６２４円 ２,４３６円 

要介護４ ８,２８０円 ８２８円 １,６５６円 ２,４８４円 

要介護５ ８,４５０円 ８４５円 １,６９０円 ２,５３５円 

② 介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

要支援２ ７,４９０円 ７４９円 １,４９８円 ２,２４７円 

③ 短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）（ショートステイ） 

介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

要介護１ ７,８１０円 ７８１円 １,５６２円 ２,３４３円 

要介護２ ８,１７０円 ８１７円 １,６３４円 ２,４５１円 

要介護３ ８,４１０円 ８４１円 １,６８２円 ２,５２３円 

要介護４ ８,５８０円 ８５８円 １,７１６円 ２,５７４円 

要介護５ ８,７４０円 ８７４円 １,７４８円 ２,６２２円 
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④ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護（Ⅱ）（ショートステイ） 

介護度 １日あたりの利用料金 
介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

要支援２ ７,７７０円 ７７７円 １,５５４円 ２,３３１円 

※ （介護予防）短期利用認知症対応型共同生活介護（ショートステイ）とは定員の範囲内で、

空室を利用するもので１ユニットあたり１名を上限とし、３０日以内の利用期間で運用しま

す。 

ショートステイ利用の場合は、その居室（入院等の事由により空室となった）のご利用者及

びご家族のご了承を得ることといたします。 
 

２．加算料金（自己負担額） 

加算名称 区分 
自己負担額 対象サービス 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 ① ② ③ ④ 

① 認知症行動・心理症状緊急対応加算 １日あたり ２００円 ４００円 ６００円   ○ ○ 

② 若年性認知症利用者受入加算 １日あたり １２０円 ２４０円 ３６０円 ○ ○ ○ ○ 

③ 入院時費用 １日あたり ２４６円 ４９２円 ７３８円 ○ ○   

④ 看取り介護加算 

下記＊① ７２円 １４４円 ２１６円 

○    
下記＊② １４４円 ２８８円 ４３２円 

下記＊③ ６８０円 １,３６０円 ２,０４０円 

下記＊④ １,２８０円 ２,５６０円 ３,８４０円 

⑤ 初期加算 １日あたり ３０円 ６０円 ９０円 ○ ○   

⑥ 
協力医療機関連携加算（Ⅰ） １月あたり １００円 ２００円 ３００円 ○    

協力医療機関連携加算（Ⅱ） １月あたり ４０円 ８０円 １２０円 ○    

⑦ 

医療連携体制加算（Ⅰ）イ １日あたり ５７円 １１４円 １７１円 ○  ○  

医療連携体制加算（Ⅰ）ロ １日あたり ４７円 ９４円 １４１円 ○  ○  

医療連携体制加算（Ⅰ）ハ １日あたり ３７円 ７４円 １１１円 ○  ○  

⑧ 医療連携体制加算（Ⅱ） １日あたり ５円 １０円 １５円 ○  ○  

⑨ 退去時情報提供加算 １回あたり ２５０円 ５００円 ７５０円 ○ ○   

⑩ 退居時相談援助加算 １回あたり ４００円 ８００円 １,２００円 ○ ○   

⑪ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) １日あたり ３円 ６円 ９円 ○ ○   

⑫ 
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) １月あたり １５０円 ３００円 ４５０円 ○ ○   

認知症チームケア推進加算(Ⅱ) １月あたり １２０円 ２４０円 ３６０円 ○ ○   

⑬ 
生活機能向上連携加算（Ⅰ） １月あたり １００円 ２００円 ３００円 ○ ○ ○ ○ 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） １月あたり ２００円 ４００円 ６００円 ○ ○ ○ ○ 

⑭ 栄養管理体制加算 １月あたり ３０円 ６０円 ９０円 ○ ○   

⑮ 口腔衛生管理体制加算 １月あたり ３０円 ６０円 ９０円 ○ ○   

⑯ 口腔・栄養スクリーニング加算 １回あたり ２０円 ４０円 ６０円 ○ ○   

⑰ 科学的介護推進体制加算 １月あたり ４０円 ８０円 １２０円 ○ ○   

⑱ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １月あたり １０円 ２０円 ３０円 ○ ○ ○ ○ 

⑲ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） １月あたり ５円 １０円 １５円 ○ ○ ○ ○ 

⑳ 新興感染症等施設療養費 １日あたり ２４０円 ４８０円 ７２０円 ○ ○ ○ ○ 

㉑ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １月あたり １００円 ２００円 ３００円 ○ ○ ○ ○ 

㉒ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １月あたり １０円 ２０円 ３０円 ○ ○ ○ ○ 

㉓ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １日あたり ２２円 ４４円 ６６円 ○ ○ ○ ○ 

㉔ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １月あたり １８．６％ （※３のとおり） ○ ○ ○ ○ 

  ＊ 看取り介護加算の区分 

     ①死亡日以前３１日以上４５日以下について１日につき 

   ②死亡日以前４日以上３０日以下について１日につき 
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     ③死亡日の前日及び前々日について１日につき 

     ④死亡日について１日につき 

 

※１ 基本料金及び加算料金⑥～⑧、⑱～⑲、㉑～㉓については、対象サービスの場合、すべて

の方に算定されます。ただし、体制により変更になる場合があります。 

※２ 加算料金①～⑤、⑨～⑰、⑳については、実施された場合に加算されます。 

※３ 介護職員等処遇改善加算については、基本料金及び加算料金①～㉓のうち１月に算定され

た総単位数に 18.6%を乗じて得た数（小数点以下四捨五入）に１０円を乗じた額が算定金

額になります。 

 

〔介護サービス加算の内訳〕 

・認知症行動・心理症状緊急対応加算 

     短期利用共同生活介護又は介護予防短期利用共同生活介護において、医師が、認知症の行

動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同

生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共同生活介護

を行った場合は、入居を開始した日から起算して７日を限度として算定します。 

・若年性認知症入所者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者

の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に加算されます。 

・入院時費用 

病院又は診療所へ入院した場合で、事業所に在所していない日にご負担いただきます。た

だし、１か月に６日（入院の初日及び最終日は含みません。）が限度となります。なお、月

をまたぐ場合は最高１２日となります。 

・看取り介護加算 

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した方に対し、利用者又は家族の同

意を得て、看取り介護の指針に基づく看取り介護計画を作成し、事業所で看取り介護を受け

た場合に加算されます。 

・初期加算 

入居した日又は３０日を超える病院又は診療所への入院の後に再入居した場合、その日か

ら３０日間に限って加算されます。 

・協力医療機関連携加算 

協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入居者の現病歴等の情報共有を

行う会議を定期的に開催することを評価する加算です。①入居者の病状が急変した場合に医

師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること、②事業所からの診療の求め

があった場合に、診療を行う体制を常時確保していること、この２つの要件を満たす場合は

加算（Ⅰ）、その他の場合は加算（Ⅱ）を算定します。 

・医療連携加算（Ⅰ） 

当事業所では看護師又は看護職員を配置して健康管理に努め、併設の特別養護老人ホーム

自在園と連携し、医療的対応について２４時間相談できる体制を確保しております。また、

ご利用者さまが重度化した場合、必要となった医療ニーズに適切な対応ができるよう、医療

との連携を図ります。 

・医療連携加算（Ⅱ） 

算定日が属する月の前３月間において、喀痰吸引や胃瘻等の経腸栄養など、医療的ケアが

必要な状態の入居者が１人以上おられる場合に算定されます。 

・退去時情報提供加算 

   医療機関への入院又は、入院のために退所した利用者について、医療機関へ利用者の生活

歴や心身の状況など生活に配慮した情報を提供した場合に算定することができます。 

・退居時相談援助加算 

利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型

サービスを利用する場合において、利用者の退居時に利用者及びその家族等に対して退居後

の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて
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相談援助を行い、かつ、利用者の同意を得て、退居の日から２週間以内に利用者の退居後の

居宅地を管轄する市町村及び老人介護支援センター又は地域包括支援センターに対して、利

用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービ

スに必要な情報を提供した場合に、利用者１人につき１回を限度として加算されます。 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

利用者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められ

ることから介護を必要とする認知症の方の占める割合が２分の 1以上であり、認知症介護に

係る専門的な研修を修了している者を１以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実

施し、さらに技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合に加算されます。 

・認知症チームケア推進加算 

   入居者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要としている認知症の者

の占める割合が２分の１以上の施設において、当該入居者に対し認知症の行動・心理症状の

予防及び出現時の早期対応に資する①認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了してい

る者又は②認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防に資するケア

プログラムを含んだ研修を修了した者を１名以上配置し、かつ複数人の介護職員からなる認

知症の行動・心理症状に対応するチームにより、入居者の情報を共有したうえで介護を提供

した場合には加算（Ⅰ）を算定し、①又は②の者に代えて、認知症の行動・心理症状の予防

等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、チームケア

を行った場合には加算（Ⅱ）を算定します。なお、認知症専門ケア加算を算定している場合

には、当該加算は算定しません。 

  ・生活機能向上連携加算（Ⅰ）・（Ⅱ） 

     訪問リハ、通所リハ、リハを行う医療機関の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師

が加算を算定する事業所に訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価（生活機能アセスメ

ント）を共同して行い、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成

した場合に加算されます。 

・栄養管理体制加算 

管理栄養士が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行ってい

る場合に算定されます。 

・口腔衛生管理体制加算 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助

言及び指導を月１回以上行っている場合に算定する体制加算です。 

・口腔・栄養スクリーニング加算 

事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態又は栄養状

態に関する情報を、当該利用者を担当する計画作成担当者へ提供した場合に加算されます。 

  ・科学的介護推進体制加算 

サービスの質の向上を図るため、利用者に係るデータ（ADL、栄養士、口腔・嚥下、認知

症、心身・疾病の状況等）を「科学的介護情報システム（LIFE）」に提出して、フィードバ

ック情報を活用し、利用者の状態に応じた計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善 

（Action）といったサイクル（PDCA）により、質の高いサービスを実施する体制を構築する

とともに、その更なる向上に努める取組みを行った場合に算定されます。 

・高齢者施設等感染対策向上加算 

新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関（協定締結医療機関）と連携

体制を構築し、新型コロナウイルス感染症を含む一般的な感染症について協力医療機関と感

染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、研修や助言等の指導を受けながら

適切な対応を行っている場合に加算（Ⅰ）が算定されます。さらに、３年に１回以上、施設

内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合には加算（Ⅱ）が

併せて算定されます。 

・新興感染症等施設療養費 

新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した入居者に対して、相談対

応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者に対し、

適切な感染対策を行ったうえで介護サービスを提供した場合、１月に１回、連続する５日を

限度として算定されます。 
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・生産性向上推進体制加算 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催や必要な安全対策を講じたうえで、見守り機器等のテクノロジーを導

入し、厚生労働省の生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとと

もに、一定期間ごとに業務改善の取組みによる効果を示すデータの提供を行った場合に加算

（Ⅰ）が算定されます。さらに、介護助手の活用等、職員間の適切な役割分担の取組みを行

った場合には加算（Ⅱ）が併せて算定されます。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 70%以上であるか、勤続１０年以上の

介護福祉士が 25%以上である場合に算定する体制加算です。 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

     厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとし

て都道府県知事に届け出た事業者が、入居者に対し介護サービスを行った場合に算定します。 

 

（２）介護保険給付対象外サービス（利用料の全額を負担していただきます。） 

 食材費その他認知症対応型共同生活介護サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活

においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認め

られる費用は、利用者の負担となります。 

① 家賃    １日あたり  ８００円 

② 食費    １日あたり  ８５０円 （朝食 220円、昼食 300円、おやつ 60円、夕食 270円） 

③ 光熱水費  １日あたり  ２５０円 

④ 共益費   １日あたり  １００円 

⑤ おむつ代  実費 
 

※ 入院及び外泊期間のうち、当該事業所に終日いない日に限っては、水道光熱費、共益費

は頂戴いたしません。 

※ 外泊等による空きベッドを短期利用者に使用させていただくことがあります。その場合、

短期利用者が使用した日の家賃は頂戴いたしません。 

※ 食材費は１日に１食しか利用されなくても１日８５０円となります。 

 

⑥ その他の費用 

種  類 内    容 料    金 

理 容 ・ 美 容 

希望される理美容室があれば同行いた

します。ない場合は、こちらの指定する

理美容室を利用していただきます。 

実費 

 

レクリエーション 

行      事 

主なレクリエーション・行事・花見・敬

老会・その他 

参加は自由です。 

実費をいただく場合

があります。 

預かり金管理料 
預かり金管理規程の定めにより、現金を

お預かりして出納管理した場合。 

一会計年度につき

3,000円 

 

（３）支払方法 

     毎月、１５日までに「７ サービスの内容と費用」に記載の金額をもとに算定した前月分

の利用料等を利用料明細書により請求いたします。口座振替払いの場合は２５日に指定の預

金口座より自動振替させていただきます。銀行振込の場合は、２５日までに下記口座へお振

込みください。 
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銀行・支店 伊予銀行 愛南支店 

種 別 普通預金 

口 座 番 号 １１７４６６７ 

口 座 名 義 
社会福祉法人 御荘福祉施設協会 

理事長 濱口 隆司 

 

８ サービス内容に関する苦情等相談 

（１）相談窓口 

利用者からの相談又は苦情に対する常設の窓口（連絡先）担当者の設置施設内に常設の相

談窓口を設置し、相談、苦情に相談担当者が対応いたします。また、担当者不在でも連絡が

とれる状況と基本的事項については、すべての職員が対応できるようにいたします。 

 

窓   口 グループホーム みしょうの里 

担 当 者 管理者 北原 恵理 

電  話 ０８９５ー７３ー１３１２ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８９５－７２－３１１５ 

 

〔行政機関等その他の苦情受付機関〕 

   ・愛南町役場高齢者支援課    住 所 愛南町城辺甲２４２０ 

電 話  ０８９５－７２－７３２５ 

・愛媛県国民健康保険団体連合会 住 所 松山市高岡町１０１－１ 

電 話 ０８９－９６８－８８００ 

 

（２）円滑に迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

① 利用者からの相談、苦情の申出があり、その内容が軽微なもので受理担当者において直

ちに処理できるものについては、その都度処理対応いたします。 

② 受理担当者において対応できないと判断される案件については、詳しい内容について関

係者からの聞き取り及び調査を行い、上司に報告して、施設長を長とする関係者討論会を

行い、その具体的処理については迅速適切に対応いたします。 

③ 相談、苦情等の処理簿を備え、案件に対する具体的処理の状況（会議の状況、利用者へ

の通知）等記録し保存いたします。 

 

（３）第三者委員 

地域の学識経験者による第三者委員の助言を受けながら、誠意をもって苦情解決に努めま

す。下記の第三者委員に苦情相談することもできます。 

＊山西百合子   愛南町城辺甲    電話 ０８９５‐７２‐４２７８ 

     ＊中田非斗志   愛南町御荘菊川   電話 ０８９５‐７０‐４０２２ 

 

（４）その他の参考事項 

日頃より苦情の出ることのないようサービスの充実を図るとともに、苦情処理の案件につ

いて施設内各種連絡会議等において、職員の共通の課題として確認いたします。 

 

９ 非常災害時の対策 

非 常 時 の 対 応 
消防計画、安心マニュアルに準じ対応します。また、併設の特別養

護老人ホーム自在園と連携して防災活動に努めます。 

避 難 訓 練 

グループホームみしょうの里では年２回夜間及び昼間を想定した避

難訓練及び消火訓練を、入居の方も参加して行っています。 

また、併設の特別養護老人ホーム自在園からも訓練にも参加します。 
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防 災 設 備 

設備名称 設置数等 設備名称 設置数等 

スプリンクラー あり 自動通報装置 あり 

消 火 器 ４ヶ所 誘  導  灯 あり 

自動火災報知機 あり   

防 火 管 理 者 特別養護老人ホーム自在園 事務係長 藤森聡和（防災士） 

 

10 緊急時の対応方法 

事業所は、サービスの提供を行っているときに入居者に病状の急変が生じた場合、その他必

要な場合のため、あらかじめ以下の協力医療機関との連携方法、その他緊急時における対応方

法を定める等の必要な措置を講じています。 

ご入居者に容体の変化等があった場合は、ご家族に速やかに連絡いたします。 

（緊急連絡先） □ 代理人と同じ 

その他 

の方 

氏   名 （続柄：      ） 

住   所  

電 話 番 号   

     ※ 緊急連絡先について、代理人と同じ場合は☑をしてください。その他の方の場合はご記入ください。 

 

11 協力医療機関等 

事業所内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携のもとでより適切

な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の

医療機関等と実効性のある連携体制を構築します。そのため、下記施設基準第１号及び第２号

の協力医療機関との間で、１年に１回以上、入居者の病状の急変が生じた場合の対応方法の確

認及び見直しをするとともに、入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催します。 

 

【同意確認欄】 

事業所と協力医療機関との定期会議において、ご利用者様の現病歴等

の情報を共有することに同意します。 

同意の場合は 
下記にチェック 

□ 

 

① 施設基準第１号の規定を満たす協力医療機関 

入居者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確

保していること。 

医 療 機 関 

医療機関名称 愛媛県立南宇和病院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2433番地 1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐１２３１ 
 

② 施設基準第２号の規定を満たす協力医療機関 

診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 

医 療 機 関 

医療機関名称 愛媛県立南宇和病院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2433番地 1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐１２３１ 
 

③ その他の協力医療機関 

医 療 機 関 

医療機関名称 公益財団法人正光会 御荘診療所 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山 846 

電 話 番 号 ０８９５‐７４‐０１１１ 

診 療 科 精神科 
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医 療 機 関 

医療機関名称 医療法人 弘浜会 沢近医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 347-2 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐００３８ 

診 療 科 内科、リウマチ科、リハビリテーション科、外科 
 

医 療 機 関 

医療機関名称 粉川ファミリークリニック 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 86 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐２１１１ 

診 療 科 内科 
 

医 療 機 関  

医療機関名称 かんクリニック－ＡＩＮＡＮ 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 1590 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐２２２５ 

診 療 科 内科、外科、糖尿病内科 
 

医 療 機 関  

医療機関名称 松本クリニック 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町一本松 3375-3 

電 話 番 号 ０８９５‐８４‐２００１ 

診 療 科 内科、消化器内科 
 

医 療 機 関 

医療機関名称 医療法人 竹本医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙 507 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐３２７１ 

診 療 科 外科、胃腸科、肛門科 
 

④ 協力歯科医療機関 

歯 科 医 療 機 関 

医療機関名称 清水ももこ歯科医院 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 3021 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐３５１１ 

診 療 科 歯科 

 

12 夜間緊急時の対応機関 

夜間緊急時対応機関 

名     称 特別養護老人ホーム自在園 

所 在 地 愛媛県南宇和郡愛南町満倉 2301番地 1 

電 話 番 号 ０８９５‐７２‐３１１１ 

 

13 住居の利用にあたっての留意事項 

来 訪 ・ 面 会 

面会時間…８：３０～１８：３０ 

来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度職員に申し出てください。 

感染症等の理由により、面会についてはオンライン面会に代える場

合や、実施を制限する場合があります。 

来訪者が宿泊される場合には、必ず許可を得てください。 

外 出 ・ 外 泊 
外出・外泊の際には、必ず行き先と帰宅日時を職員に申し出てくだ

さい。 

居室・設備・器具の利用 

住居内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく

場合があります。 

喫 煙 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。 

迷 惑 行 為 等 
騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

また、むやみに他の入居者の居室等に立ち入らないでください。 
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所 持 金 品 の 管 理 
預かり金管理規程に基づき金銭の出納管理を委託された以外の所持

金品は、自己の責任で管理してください。 

宗教活動・政治活動 
住居内での他の入居者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠

慮ください。 

動 物 飼 育 住居内へのペットの持込み及び飼育はお断りします。 

通 院 

定期的に通院されている場合は、通院日にはご家族が同行してくだ

さい。また、薬についてもご家族が持参してください。 

緊急時にはこの限りではありません。 

 

14 事故発生時の対応  

サービス提供時に事故が発生した場合、事故に対応した適切な処置をとるとともに利用者の

家族、市町村等に連絡をするなど必要な措置を講ずるほか、事業者の責めに帰すべき事由によ

り利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を弁償いたし

ます。なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

 

 

 

15 安全管理体制 
サービスを提供する過程で発生する事故の防止、解消する体制を確立し、適切・安全なサー

ビスの提供に資するため「介護事故防止(リスクマネジメント)委員会」を設置し、必要な取組

を行います。 

 

16 虐待の防止について 
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者・北原 恵理 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）虐待の防止のための指針を整備しています。 

（５）法人において虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（６）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

 

17 身体的拘束について 
ご利用者に福祉サービスを提供する過程で人としての尊厳と誇りを尊重し、行動を制限する

ことなく、生活機能を高めながら自由で穏やかな生活を送っていただくことを目的に「身体的

拘束等の適正化のための指針」を整備し、委員会を設置して３か月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ります。また、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期的に行い、身体的拘束をなくしていくための取組みを積極的に行い

ます。 

事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそ

れがある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられると

きは、利用者に対して説明し同意を得たうえで、次に掲げることに留意して、必要最小限の範

囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び態様等について

の記録を行います。 

保 険 会 社 名 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

保  険  名 しせつの損害補償（社会福祉施設総合損害補償） 

補 償 の 概 要 施設業務の補償・施設利用者の補償 
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（１）切迫性 …… 直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人又は他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性 … 身体的拘束以外に、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。 

（３）一時性 …… 利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場

合は、直ちに身体的拘束を解きます。 

 

18 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 
    事業者は、感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講じます。 

   （１）感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

（２）対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に 

周知徹底を図ります。 

   （３）感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練を実施します。 

（４）入居者における新興感染症の発生時等に、感染症等を迅速に対応できる体制を平時か

ら構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症

発生時における対応を取り決めるよう努めます。 

 

19 秘密の保持と個人情報の保護について 
利用者及びその

家族に関する秘

密の保持につい

て 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法

律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サー

ビス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理

由なく、第三者に漏らしません。 

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後に

おいても継続します。 

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保

持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後において

も、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

個人情報の保護

について 

 

①  事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利

用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物

（紙によるもののほか、電磁的記録を含む。）については、善良な管理

者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止する

ものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を

開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求めら

れた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂

正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利

用者の負担となります。) 

 

20 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を 
検討するための委員会の設置 

介護現場における施設の生産性の向上に資する取組みの促進を図る観点から、現場における

課題を抽出及び分析したうえで、施設の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質

の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催や必要な安全対策を

講じたうえで、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行います。 
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21 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 
    男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラ

スメント対策（顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）を含む）のため、次

の措置を講じます。 

   （１）従業者に対するハラスメント指針の周知・啓発を図ります。 

   （２）従業者からの相談に応じ、適切に対処するための体制を整備しています。 

   （３）その他ハラスメント防止のために必要な措置を行います。 

 

22 業務継続計画（BCP）の策定等 
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（事業継続計画）を策定し、必要

な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 

 

23 提供するサービスの第三者による評価の実施状況  
認知症対応型共同生活介護事業所は、県が指定した外部評価機関による評価を受ける必要が

ありますが、令和３年度の制度改正により、既存の外部評価と運営推進会議を活用した評価の

いずれかを選択できることとなりました。 

実 施 の 有 無 有 

実施した直近の年月日 令和４年９月２６日 

実施した評価機関の名称 運営推進会議 

評価結果の開示状況 ホームページに公表、事業所に設置 

 

 

 

令和   年   月   日 
 
 

   当事業所は、重要事項説明書に基づいて、認知症対応型共同生活介護のサービス 

内容及重要事項の説明をしました。 
 
 

事 業 者 〈住 所〉 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 

         〈法人名〉 社会福祉法人 御荘福祉施設協会 

         〈施設名〉 グループホーム みしょうの里 

          〈説明者〉              ㊞ 

 

   私は、重要事項説明書に基づいて、認知症対応型共同生活介護のサービス内容及び 

重要事項の説明を受けました。 

 

利 用 者  住 所                       

氏 名                       ㊞  

代 理 人  住 所                          

氏 名                       ㊞  

続 柄           

身元引受人 

連帯保証人 
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重度化した場合における対応についての同意書 

 

 

 私（私ども家族）は、         が重度化した場合のグループホームみしょうの里の提供

する対応について担当者より説明を受けました。私どもの意向に沿ったものであることを確認しまし

たので、下記について同意いたします。 

 

記 

 

① 重度化に伴い必要となった医療ニーズに適切な対応ができるよう、医療との連携を図ります。 

② 身体的な介護では安心できる声掛けをし、身近に人を感じられるよう          様

の尊厳を守る援助をいたします。 

③ 食事はできる限り経口摂取に努めます。 

④ ご家族の希望に添った対応に心掛けます。 

 

ただし、ご本人ご家族の希望、意向に変化があった場合は、その意向に従い援助させていただき

ます。 

以上 

 

グループホームみしょうの里 

 

社会福祉法人御荘福祉施設協会 

理 事 長  濱 口 隆 司   様 

 

令和   年   月   日 

 

身 元 引 受 人  住 所                     

（契  約  者）  氏 名                  ㊞  

続 柄         

 

（その他の家族） 住 所                     

氏 名                  ㊞  

続 柄          

住 所                     

氏 名                  ㊞  

続 柄          

 

施 設 立 会 人   職 種                     

氏 名                  ㊞  
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個人情報の使用に係る同意書 

 

 

 以下に定める条件のとおり、私（        ）及び代理人（         ）は、社会

福祉法人御荘福祉施設協会が、私及び身元引受人、家族の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の

範囲内で使用、提供、又は収集することに同意します。 

 

１．利用期間 

    介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

 

２．利用目的 

（１）介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

（２）利用者にかかわる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供されるために
実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

（３）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、その
他社会福祉団体等との連絡調整のため 

（４）利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のあ
る場合 

（５）利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

（６）行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

（７）その他サービス提供で必要な場合 

（８）上記各号にかかわらず、緊急を要するときの連絡等の場合 

 

３．使用条件 

（１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供にかかわる目的以外決して利用しない。

また、利用者とのサービス利用にかかわる契約の締結前からサービス終了後においても、

第三者に漏らさない。ただし、本人以外の者に固有個人情報を提供することが明らかに本

人の利益になると認められるとき、又は本人の心身を守るためにやむを得ない緊急時は、

第三者に提供することがある。 

（２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示す

る。 

 

 

令和   年   月   日 

  
  本   人  住 所                             

（利 用 者）   
        氏 名                          ㊞  

  
代 理 人  住 所                             

 （家族代表） 

       氏 名                          ㊞  

       

続 柄              


